
 

 

〇ご本人による申請 

 病院の窓口へお越しの場合 郵 送 による場合 

① 受 付 

 

2階２４番窓口にて「診療記録開示」とお伝えください。 

「診療記録開示申出書」をその場で記入していただきま

す。 

 

「診療記録開示申出書」をホームページよりダウンロードし、記

入してください。 

ダウンロード等できない場合は、申請書の郵送も対応いたしま

す。 

申出書記載後、②本人確認書類を添付して、郵送してください。 

 

② 本人確認 

書類 

 

◎運転免許証など顔写真付き証明書等 1点 

 

※顔写真付き証明書等がない場合は、 

健康保険証等、官公署が発行するものを２点 

 

◎運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付き証明書を 

１点、かつ健康保険証等、官公署が発行するものを１点 

以上合計で 2点 

 

※顔写真付き証明書がない場合は、 

健康保険証等、官公署が発行するものを 3点 

 

③ 交 付 

 

準備が整いましたら電話にてご連絡しますので、代金を

ご用意の上、2階 24番窓口までお越しください。 

 

(1)請求書をお送りしますので、銀行振込等にてお支払いくだ

さい。 

振込手数料はご負担願います。 

(2)入金を確認後、郵送にて開示資料をお送りします。 

 

 



 

〇代理人による申請 

 
病院の窓口へお越しの場合 郵 送 による場合 

① 受 付 

 

2 階２４番窓口にて「診療記録開示を」とお伝えくださ

い。 

「診療記録開示申出書」を記入していただきます。 

「診療記録開示申出書」を当院ホームページよりダウンロードし、記

入してください。 

ダウンロード等できない場合は、申請書の郵送も対応いたします。 

申出書に②本人確認書類を添付して、郵送してください。 

② 代理人の 

本人確認書類 

 

◎運転免許証など顔写真付き証明書等 1点 

 

※顔写真付き証明書がない場合 

健康保険証等、官公署が発行するものを２点 

運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付き証明書を１点、か

つ健康保険証等、官公署が発行するものを１点 

以上合計で 2点 

 

※顔写真付き証明書がない場合 

健康保険証等、官公署が発行するものを 3点 

③ 添付書類 

 

 

 

 

 

 

 

※任意代理人申請が可能です。その際は委任状及び代理人の身分証明書等 ２点の添付が必要です。 

*当院入院中の場合、医師の診断書は不要です。 

◎戸籍謄本等（患者さんとの関係を示すもの） 

◎同意書（患者さんから委任されたことを示すもの）※以下の場合を除く 

 患者さんが死亡されている場合 除籍謄本等 

患者さんが意思表示できない場合 医師の診断書等* 

患者さんが 15歳未満の場合 法定代理人については不要 

④ 交 付 
準備が整いましたら電話にてご連絡しますので、代金を

ご用意の上、2階 24番窓口までお越しください。 

(1)請求書をお送りしますので、銀行振込にてお支払いください。

振込手数料はご負担願います。 

(2)代金の入金を確認後、郵送にて開示資料をお送りします 



 

 

申請者本人確認書類一覧  （ただし、本人確認書類は全て原本提示で現に有効なものに限ります。） 

１ 点 で よ い も の 

（写真付きの身分証明書等） 

２ 点 （ 種 類 ） 必 要 な も の 

※Ａの中から２点またはＡとＢの中から１点ずつの組み合わせで提示してください。（Ｂのみ２点は不可） 

 

○日本国旅券（失効後６ヵ月以内は可，写真・

氏名・生年月日の確認できるもの） 

○運転免許証（国内で発行された国際運転免許 

証及び仮運転免許証を含む） 

○運転経歴証明書（交付日が平成 24年 4月 1日 

以降のもの） 

○マイナンバーカード（個人番号カード） 

○写真付き住民基本台帳カード 

〇外国人登録証明書 

○船員手帳 

○海技免状 

○小型船舶操縦免許証 

○猟銃・空気銃所持許可証 

○写真付き身体障害者手帳 

○宅地建物取引士証 

○無線従事者免許証 

 

Ａ Ｂ 

 

○健康保険被保険者証 

○国民健康保険被保険者証 

○船員保険被保険者証 

○介護保険被保険者証 

○共済組合員証 

〇後期高齢者医療被保険者証 

○国民年金手帳 

○国民年金証書 

○厚生年金保険証書 

○船員保険年金証書 

○共済年金証書 

○恩給証書 

○資格確認証（マイナンバー） 

 

○失効旅券（失効後６ヵ月を経過している 

が，写真で本人確認できるもの） 

○療育手帳 

○住民基本台帳カード（写真なし） 

○納税証明書（前年分のもの） 

○源泉徴収票（前年分のもの） 

○母子健康手帳（その子供が５歳になるまで 

母とその子供に適用する。市町村長の証明 

印が押印されていること） 

○被爆者健康手帳 

○国・県・市町村発行の資格を証明する免許 

証(状) ・資格証明書・合格証明書 

※代理人による郵送申請の場合において、左欄の（写真付きの身分証明書等）がない場合はＡから 1点、

Ｂから２点の合計３点の添付が必要です。 


